
（様式第2号）


美しい森林づくり推進事業への協力に関する寄附協定書

　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と公益社団法人静岡県林業会議所は、静岡県内の森林資源の保全・循環利用を推進するため、美しい森林づくり推進事業 運営規程（以下「運営規程」という。）及び同推進事業にかかる寄附金の取扱い要領に基づき、次のとおり寄附金にかかる協定を締結する。

　（目　的）
第１条　本協定は、美しい森林づくり推進事業にかかる寄附金について、必要な事項を定めるものとする。

　（寄附金の納付）
第２条　甲は、美しい森林づくり推進事業の実施にかかる寄附金について、次表に定めるとおり乙に納付するものとする。
	寄附金額（年額）
	納付時期

	
	



　（寄附金の使途等）
第３条　乙は甲が納付した寄附金について、運営規程第3条に基づき適正に活用、管理するものとする。

　（有効期間）
第４条　この協定の有効期間は３年間とする。ただし、協定期間満了の３ヶ月前までに甲又は乙から文書による申し出がない場合は、協定期間を１年延長するものとし、以降も同様とする。

　（補　則）
第５条　この協定書に定めのない事項又は各条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。

　この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するものとする。

　令和　年　月　日
甲　所在地
　　氏名及び代表者名　　 　　　　　　　　　　　　印



乙　静岡県葵区追手町９番６号
　　公益社団法人静岡県林業会議所
代表理事会頭　　　　　　　　　　　　　　　　　印






